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妹
背
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訓
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と
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文
化
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�

東　

晴
美

　

平
成
か
ら
令
和
と
改
元
さ
れ
た
五
月
、
即
位
関
連
行
事
が
続
く
皇
居
に

近
接
す
る
国
立
劇
場
で
は
、
天
智
天
皇
を
中
心
に
藤
原
鎌
足
と
蘇
我
入
鹿

の
対
立
を
描
く
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
が
、
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
で
、
江
戸

時
代
の
初
演
通
り
の
構
成
で
上
演
さ
れ
た
。

　

人
形
浄
瑠
璃
文
楽
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
と
し
て
二
〇
〇
八

年
に
登
録
さ
れ
た
。
こ
れ
は
衰
退
や
消
滅
の
危
機
が
あ
り
保
護
す
る
こ
と

を
も
目
的
と
し
て
い
る
。
文
楽
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
現
代
劇
を
、
江

戸
時
代
の
言
葉
の
ま
ま
に
、
江
戸
時
代
か
ら
伝
承
さ
れ
た
表
現
方
法
で
、

現
代
の
観
客
の
前
で
上
演
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
か
ら
伝
承
さ
れ
た
表
現
方

法
の
保
護
は
、
一
九
七
二
年
（
昭
和
四
七
年
）
に
始
ま
っ
た
文
楽
の
技
芸

員
の
研
修
制
度
に
よ
っ
て
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
お
り
、
現
在
舞
台
に
た

つ
技
芸
員
の
五
五
％
を
研
修
修
了
生
が
占
め
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
作

品
が
生
ま
れ
た
時
代
の
「
常
識
」
が
、
現
代
の
観
客
に
は
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
い
、
作
品
の
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
と

さ
ら
古ク

ラ
シ
ッ
ク典
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
を
生
き
る
観
客
の
関
心

や
興
味
と
関
連
付
け
ら
れ
な
い
ま
ま
、
今
日
的
な
上
演
の
意
味
が
見
い
だ

せ
ず
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
作
品
分
析
に
つ
い
て
は
、
内
山
美
樹
子
先
生

の
「「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
成
立
と
展
開
」（
１
）
が
、
現
行
文
楽
の
演
出

も
視
野
に
入
れ
て
委
曲
を
尽
く
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
た

う
え
で
、
本
稿
で
は
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
に
あ
る
、
現
代
の
我
々
に
は

解
ら
な
く
な
っ
た
、
し
か
し
当
時
の
観
客
に
は
馴
染
み
の
事
象
を
紹
介
し
、

さ
ら
に
、
令
和
元
年
に
上
演
す
る
意
義
を
考
察
す
る
。

一　

明
和
期
の
朝
廷
と
二
段
目
「
芝
六
住
家
」
三
段
目
「
山
の
段
」

　

天
智
天
皇
を
め
ぐ
る
政
争
を
描
い
た
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
は
、
明
和

八
〈
一
七
一
一
〉
年
に
竹
本
座
で
初
演
さ
れ
た
。
江
戸
中
期
に
お
け
る
天

皇
観
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

　

戦
後
教
育
を
受
け
た
現
代
の
観
客
に
と
っ
て
、
江
戸
時
代
の
天
皇
制
度

の
知
識
は
、
江
戸
初
期
の
後
水
尾
天
皇
と
、
幕
末
の
孝
明
天
皇
に
つ
い
て
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の
事
跡
が
中
心
で
、
江
戸
中
期
の
天
皇
制
度
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
学

ぶ
機
会
が
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
近
年
の
歴
史
学
、
社
会
学
の
分
野
で
は
、

江
戸
中
期
の
天
皇
制
度
や
、
公
家
文
化
の
庶
民
に
よ
る
受
容
に
関
す
る
研

究
が
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
「
妹
背
山
婦
女

庭
訓
」
を
初
演
時
の
江
戸
中
期
の
天
皇
観
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
。

　

江
戸
初
期
の
後
水
尾
天
皇
に
関
し
て
は
、
朝
廷
の
権
力
が
削
が
れ
、
幕

府
の
介
入
が
強
化
さ
れ
る
と
現
代
の
学
校
教
育
で
は
学
ぶ
。
後
水
尾
天
皇

の
父
は
後
陽
成
天
皇
で
、
豊
臣
秀
吉
の
政
権
の
権
威
付
け
と
の
利
害
が
一

致
し
、
朝
廷
の
復
権
に
つ
と
め
た
。
家
康
を
征
夷
大
将
軍
に
任
命
し
た
の

も
後
陽
成
天
皇
で
あ
る
。
家
康
は
秀
吉
と
は
異
な
り
朝
廷
の
支
配
を
強
め
、

後
水
尾
天
皇
の
時
代
の
元
和
元
〈
一
六
一
五
〉
年
に
禁
中
並
公
家
諸
法
度

を
制
定
す
る
。
政
権
は
幕
府
が
行
い
、
天
皇
は
文
化
を
担
う
と
い
う
構
図

で
あ
る
。
し
か
し
、
藤
田
覚
氏
『
江
戸
時
代
の
天
皇
』（
２
）
に
よ
れ
ば
、

禁
中
並
公
家
諸
法
度
第
一
条
は
、
天
皇
は
天
下
国
家
に
関
わ
る
学
問
を
せ

ず
、
自
然
や
風
流
を
愛
で
る
和
歌
を
お
さ
め
る
と
規
定
し
、
政
治
か
ら
遠

ざ
け
て
和
歌
の
世
界
に
閉
じ
込
め
た
と
い
う
近
代
以
降
の
通
説
に
対
し
て
、

天
皇
は
、
よ
り
よ
い
政
治
の
た
め
の
学
問
と
、
我
が
国
の
習
俗
の
和
歌
を

お
さ
め
る
と
い
う
中
世
以
来
の
朝
廷
側
の
論
理
を
幕
府
が
踏
ま
え
た
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
は
日
本
国
王
と
し
て
の
学
問
を
お
さ
め
る
こ
と
を

含
意
す
る
。
さ
ら
に
藤
田
氏
は
、
幕
府
に
政
治
的
に
骨
抜
き
に
さ
れ
た
後

水
尾
天
皇
か
ら
、
尊
皇
攘
夷
と
し
て
存
在
感
を
示
す
孝
明
天
皇
ま
で
の
間

に
ど
の
よ
う
な
天
皇
観
の
変
化
が
あ
っ
た
の
か
を
解
き
明
か
す
。
そ
の
時

に
注
目
す
る
の
が
、
江
戸
後
期
の
光
格
天
皇
で
あ
る
。
藤
田
氏
は
光
格
天

皇
時
代
、
天
明
の
飢
饉
で
困
窮
し
た
人
々
が
、
幕
府
の
対
応
に
業
を
煮
や

し
て
直
接
御
所
に
詰
め
か
け
救
済
を
求
め
た
「
千
度
参
り
」
に
、
尊
皇
攘

夷
の
萌
芽
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
尊
皇
攘
夷
の
引
き
金
に
な
る
た
め

に
も
、
担
ぎ
出
す
天
皇
に
存
在
感
が
増
す
必
要
で
あ
る
。
禁
中
並
公
家
諸

法
度
の
制
定
で
、
中
世
以
来
の
天
皇
観
を
受
容
し
て
朝
廷
と
公
家
を
統
制

し
よ
う
と
し
た
幕
府
の
構
図
が
、
こ
の
よ
う
に
朝
廷
の
政
治
的
な
存
在
感

を
生
み
出
す
こ
と
を
胚
胎
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

後
水
尾
天
皇
の
没
後
、
四
代
将
軍
家
綱
、
五
代
将
軍
綱
吉
時
代
の
霊
験
天

皇
は
、
多
く
の
朝
儀
再
興
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
（
三
章
で
後
述
）。

朝
儀
再
興
の
た
め
の
経
済
的
な
支
援
を
幕
府
か
ら
受
け
、
同
時
に
公
家
統

制
の
介
入
も
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
方
的
に
公
家
が
幕
府
の

介
入
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
幕
府
も
、
た
と
え
ば
家
康
の
神
格
化
の
称

号
「
東
照
大
権
現
」
を
朝
廷
か
ら
う
け
と
る
な
ど
、
天
皇
に
よ
る
権
威
付

け
を
必
要
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
天
皇
と
将
軍
の
序
列
に
つ
い
て
、
藤

田
氏
は
、
十
八
世
紀
前
期
の
新
井
白
石
、
荻
生
徂
徠
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

た
立
場
の
天
皇
観
を
紹
介
し
つ
つ
、
白
石
、
徂
徠
と
も
に
、
徳
川
家
は
天

皇
の
臣
下
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。（
３
）
そ
し
て
、

将
軍
家
が
天
下
を
支
配
す
る
正
当
性
は
、
天
皇
が
臣
下
で
あ
る
将
軍
に
統

治
権
を
委
任
し
て
い
る
と
い
う
構
図
に
あ
る
。
将
軍
家
が
天
皇
を
戴
い
た

構
図
で
あ
る
た
め
に
、
将
軍
家
と
し
て
の
徳
川
家
が
弱
体
化
し
た
場
合
、

徳
川
家
に
と
っ
て
き
わ
め
て
危
う
い
構
図
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
徂
徠
自

身
も
認
識
し
て
い
た
。

　

こ
の
、
天
皇
を
支
え
る
家
臣
と
し
て
の
将
軍
家
（
徳
川
家
）
と
、
武
家

の
棟
梁
と
し
て
統
治
権
を
も
つ
徳
川
家
と
い
う
構
図
は
、
幕
府
の
介
入
を

受
け
る
朝
廷
と
公
家
と
い
う
認
識
で
は
な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
。
し
か
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し
、
天
皇
―
将
軍
家
―
将
軍
家
が
収
め
る
天
下
と
い
う
構
図
（
主
従
関

係
）
が
江
戸
時
代
の
常
識
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の

二
段
目
「
芝
六
忠
義
の
段
」
の
悲
劇
は
よ
り
明
確
に
浮
か
び
上
が
る
。

　
「
芝
六
住
家
の
段
」
で
は
、
藤
原
鎌
足
の
密
命
を
受
け
た
猟
師
の
芝
六

が
、
蘇
我
入
鹿
を
討
伐
す
る
た
め
に
必
要
な
「
爪
黒
の
雌
鹿
」
の
生
き
血

を
得
る
た
め
、
法
度
を
破
っ
て
春
日
大
社
の
鹿
を
殺
す
。
ま
た
、
芝
六
は
、

蘇
我
入
鹿
に
帝
位
を
追
わ
れ
た
天
智
天
皇
も
か
く
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
芝
六
は
鹿
殺
し
も
天
智
天
皇
を
い
た
だ
く
世
に
復
す
た
め
で
あ
る
と

当
初
か
ら
認
識
し
て
行
動
を
し
て
い
た
と
の
誤
読
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
と

内
山
美
樹
子
先
生
は
指
摘
す
る
。（
４
）
芝
六
は
、
藤
原
鎌
足
の
命
を
受
け

て
そ
れ
を
忠
実
に
実
行
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
勘
当
が
許
さ
れ
再
び
武
士

（
玄
上
太
郎
）
に
戻
る
こ
と
、
妻
の
連
れ
子
を
世
に
出
す
こ
と
を
切
望
し

て
い
る
。
し
か
し
、
鎌
足
は
そ
の
よ
う
な
芝
六
が
、
入
鹿
誅
伐
の
重
要
な

作
戦
遂
行
に
あ
た
っ
て
信
用
で
き
る
か
疑
っ
て
お
り
、「
爪
黒
の
雌
鹿
」

の
用
途
も
結
末
ま
で
明
か
さ
ず
、
天
智
天
皇
を
か
く
ま
っ
て
い
る
こ
と
を

漏
ら
さ
な
い
か
試
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
芝
六
は
信
を

得
る
た
め
に
実
子
を
殺
す
の
で
あ
る
。
内
山
先
生
は
「
爪
黒
の
雌
鹿
」
が

結
末
ま
で
芝
六
に
明
か
さ
れ
な
い
の
は
、「
対
話
の
成
り
立
ち
が
た
い
近

世
社
会
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
説
明
す
る
。（
５
）

　

確
か
に
、
近
世
で
は
主
君
の
密
命
を
命
が
け
で
果
た
す
前
に
、
密
命
の

内
容
や
意
図
を
問
う
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
臣
下
は
実
行
す
る

の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
近
世
期
中
期
の
天
皇
観
、
す
な
わ
ち
、
天
皇
の
も

と
に
、
徳
川
家
が
あ
り
、
そ
の
徳
川
家
の
下
に
大
名
家
や
家
臣
団
が
存
在

す
る
構
図
を
作
品
に
あ
て
は
め
る
と
、
天
智
天
皇
の
下
に
、
藤
原
鎌
足
が

お
り
、
そ
の
鎌
足
に
芝
六
が
従
う
。
も
し
、
藤
原
鎌
足
と
と
も
に
天
皇
を

守
護
す
る
芝
六
が
、
実
子
の
命
を
奪
っ
て
で
も
天
皇
へ
の
忠
義
を
貫
い
た

な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
報
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
藤
原
鎌
足
と
芝

六
は
、
天
智
天
皇
を
共
に
支
え
て
共
闘
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
忠
義
を

尽
く
す
藤
原
鎌
足
に
密
命
の
本
当
の
意
味
も
知
ら
さ
れ
ず
に
死
罪
と
極
ま

る
鹿
殺
し
を
引
き
受
け
、
最
初
か
ら
信
用
さ
れ
て
い
な
い
中
で
実
子
を
我

が
手
に
か
け
て
ま
で
鎌
足
に
忠
心
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
こ
そ
、
芝
六

の
悲
劇
が
あ
る
。

　

天
皇
家
を
各
大
名
が
等
し
く
い
た
だ
く
構
図
に
な
る
の
は
、
徳
川
家
が

弱
体
化
し
た
幕
末
の
現
象
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
明
治
以
降
か
ら
第
二
次

世
界
大
戦
ま
で
の
天
皇
制
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
芝
六
住
家
」
の
段
の

俗
称
「
芝
六
忠
義
の
段
」
は
嘉
永
五
年
以
前
に
は
用
例
が
見
当
た
ら
な
い
。

（
６
）

　

こ
れ
は
、
三
段
目
の
山
の
段
も
同
様
で
あ
る
。
対
立
す
る
大
判
事
家
の

息
久
我
之
助
と
太
宰
家
の
娘
雛
鳥
と
の
恋
を
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
に

例
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
場
面
で
あ
る
。

　

天
智
天
皇
を
退
け
、
蘇
我
入
鹿
が
君
臨
す
る
状
況
で
、
大
判
事
家
と
太

宰
家
と
が
当
初
か
ら
共
闘
し
て
蘇
我
入
鹿
を
誅
伐
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
と
内
山
先
生
は
指
摘
す
る
。（
７
）
太
宰
家
の
後
室
定
高
は
、
亡

き
夫
の
家
の
存
続
、
娘
が
生
き
な
が
ら
え
る
道
を
選
択
肢
に
入
れ
て
逡
巡

し
た
結
果
、
究
極
の
選
択
と
し
て
娘
の
恋
を
か
な
え
る
た
め
、
す
な
わ
ち

一
人
の
男
に
添
い
遂
げ
る
と
い
う
女
の
道
を
つ
ら
ぬ
か
せ
る
た
め
に
、
娘

の
命
を
絶
つ
（
入
鹿
へ
の
入
内
を
断
る
）
こ
と
で
、
大
判
事
家
と
一
つ
に

な
る
。
天
智
天
皇
方
に
つ
く
べ
く
親
子
で
心
を
あ
わ
せ
る
大
判
事
家
と
、
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入
鹿
に
従
う
道
を
前
提
と
す
る
太
宰
家
が
川
を
挟
ん
だ
形
で
物
語
は
展
開

す
る
。

　

大
判
事
家
と
太
宰
家
の
と
っ
た
立
場
の
相
違
に
つ
い
て
も
、
江
戸
中
期

の
天
皇
観
、
す
な
わ
ち
、
天
皇
の
臣
下
と
し
て
の
将
軍
家
、
そ
れ
に
従
う

諸
侯
と
い
う
構
図
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
わ
か
り
や
す
い
。「
妹
背
山
婦

女
庭
訓
」
の
冒
頭
で
は
、
天
智
天
皇
の
も
と
、
藤
原
鎌
足
と
蘇
我
蝦
夷
子

が
、
第
一
の
臣
下
の
地
位
を
争
っ
て
い
る
構
図
に
あ
る
。
天
智
天
皇
に
反

す
る
父
蝦
夷
子
に
従
わ
な
い
入
鹿
は
父
を
討
つ
が
、
入
鹿
の
本
心
は
自
分

こ
そ
が
「
万
乗
の
主
」
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
天
智
天
皇
―
藤
原
鎌
足

―
諸
侯
と
い
う
理
想
の
構
図
が
く
ず
れ
る
が
、
二
段
目
の
鎌
足
と
そ
の
命

を
受
け
た
芝
六
一
家
の
行
動
に
よ
り
、
観
客
は
理
想
の
構
図
が
間
も
な
く

復
す
る
こ
と
を
予
感
し
な
が
ら
三
段
目
を
み
る
。
そ
の
三
段
目
の
冒
頭
は
、

太
宰
の
館
か
ら
始
ま
る
。
太
宰
家
の
後
室
定
高
は
、
禁
裏
守
護
と
し
て
入

鹿
を
迎
え
、
入
鹿
の
い
る
と
こ
ろ
こ
そ
内
裏
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
、

太
宰
家
の
後
室
は
、
大
判
事
親
子
が
初
段
、
二
段
目
で
腐
心
し
て
守
ろ
う

と
す
る
天
智
天
皇
―
藤
原
鎌
足
―
諸
侯
と
い
う
構
図
で
は
な
い
秩
序
の
中

心
に
い
る
こ
と
が
明
確
に
描
か
れ
る
。
入
鹿
に
従
う
太
宰
家
の
後
室
定
高

は
、
入
鹿
に
反
し
て
天
智
天
皇
に
服
す
る
と
い
う
高
い
ハ
ー
ド
ル
よ
り
も
、

ま
ず
は
入
鹿
の
命
に
従
い
太
宰
家
が
安
定
し
て
継
承
さ
れ
る
選
択
肢
を
も

視
野
に
入
れ
て
行
動
し
て
い
る
と
理
解
す
る
方
が
近
世
期
の
観
客
に
と
っ

て
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
大
判
事
の
方
は
、
久
我
之
助
が
藤
原
鎌
足

の
も
と
、
天
智
天
皇
や
そ
の
想
い
人
の
采
女
の
救
出
に
奔
走
し
て
い
る
こ

と
を
把
握
す
る
に
こ
と
に
よ
り
、
天
智
天
皇
の
下
に
藤
原
鎌
足
、
そ
の
下

の
大
判
事
家
と
い
う
構
図
の
中
で
の
行
動
を
迷
い
な
く
と
る
。
川
を
挟
ん

だ
両
家
が
歩
み
寄
る
の
は
、
当
初
か
ら
定
高
が
天
智
天
皇
を
い
た
だ
く
安

定
し
た
世
を
希
求
す
る
の
で
は
な
く
、
入
鹿
の
監
視
下
で
太
宰
家
を
守
る

後
室
と
し
て
の
つ
と
め
と
、
娘
の
幸
せ
を
ひ
た
す
ら
に
願
う
母
の
思
い
と

の
中
で
の
究
極
の
選
択
の
中
で
あ
る
と
み
る
内
山
先
生
の
指
摘
は
、
こ
の

よ
う
な
天
皇
を
支
え
る
家
臣
と
し
て
の
将
軍
家
、
そ
の
将
軍
家
が
治
め
る

各
大
名
と
い
う
近
世
中
期
の
天
皇
観
を
踏
ま
え
る
と
よ
り
明
確
に
理
解
で

き
る
。

二　

朝
廷
の
官
位
授
与
権
と
三
段
目
「
太
宰
の
館
」
職
人
受
領

　

近
世
期
に
お
け
る
朝
廷
は
、
幕
府
か
ら
制
度
的
に
も
経
済
的
に
も
介
入

を
受
け
て
い
る
が
、
武
家
の
官
位
を
授
与
す
る
権
限
は
天
皇
の
み
に
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
近
世
期
の
天
皇
が
自
由
に
官
位
を
授
与
す
る
の
で
は
な
く
、

将
軍
の
決
定
を
追
認
し
、
承
認
す
る
文
書
を
発
行
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
手
続
き
が
完
了
し
て
こ
そ
、
官
位
が
公
的
な
も
の
に
な
る
た

め
、
官
位
は
天
皇
か
ら
授
与
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
意
識
が
強
く
残
っ
た
。

（
８
）
諸
職
人
や
芸
能
者
、
神
職
に
授
け
ら
れ
る
官
位
も
、
朝
廷
か
ら
補
任

さ
れ
た
。

　
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
三
段
目
「
太
宰
の
館
」
の
冒
頭
で
は
、
蘇
我

入
鹿
が
奈
良
の
町
に
入
り
込
む
諸
職
人
、
商
人
、
芸
者
に
受
領
を
授
け
る
。

こ
の
場
面
は
、
現
代
で
は
通
し
上
演
を
う
た
っ
て
も
上
演
さ
れ
な
い
が
、

官
位
を
授
け
る
天
皇
の
権
限
を
入
鹿
が
行
使
す
る
の
は
、
一
刻
も
早
く
入

鹿
が
帝
位
に
つ
い
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
意
味
で
入
鹿
に
と
っ
て
重
要
で

あ
る
。

　

こ
の
受
領
の
場
面
で
は
、
先
行
作
で
あ
る
近
松
門
左
衞
門
の
「
用
明
天
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皇
職
人
鑑
」
や
、
近
松
半
二
自
身
が
て
が
け
た
「
入
鹿
大
臣
皇
都
諍
」
な

ど
を
踏
ま
え
て
い
る
。
受
領
を
受
け
る
の
は
、
烏
帽
子
屋
、
鹿
島
の
事
触

れ
、
鍛
冶
屋
、
伊
勢
比
丘
尼
、
船
頭
、
願
人
坊
主
に
ま
じ
っ
て
、
堺
の
素

人
浄
瑠
璃
の
三
右
衛
門
が
咲
太
夫
と
名
乗
る
こ
と
を
赦
さ
れ
る
場
面
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
初
演
当
時
の
こ
の
場
面
を
担
当
し
た
竹
本
咲
太
夫
が
、
芝

居
茶
屋
の
堺
屋
三
右
衛
門
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
当
時
の
観

客
は
楽
屋
落
ち
に
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
諸
職
人
の
受
領
は
、
天
皇
や
公
家
に

よ
っ
て
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
受
領
に
関
す
る
研
究
は
、
い
ち
は

や
く
古
浄
瑠
璃
の
分
野
で
研
究
が
進
め
ら
れ
た
。
安
田
富
貴
子
氏
は
、
特

に
受
領
の
手
続
き
に
関
し
て
同
時
代
の
資
料
を
博
捜
さ
れ
、
宝
暦
期
に
申

請
の
手
続
き
が
厳
密
に
な
っ
た
こ
と
、
明
和
三
年
に
幕
府
が
全
国
的
な
触

れ
に
よ
っ
て
取
り
締
ま
り
を
強
化
さ
せ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。（
９
）
こ
の

安
田
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
近
世
に
お
け
る
天
皇
制
や
、
身
分
制
度
に

関
し
て
、
歴
史
学
、
社
会
学
か
ら
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

職
人
受
領
と
朝
廷
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
間
瀬
久
美
子
氏
の
研
究
に
詳

し
い
。（
10
）
信
長
が
天
下
一
の
号
を
競
わ
せ
て
商
工
業
活
動
の
活
発
化
を

図
ろ
う
と
し
、
秀
吉
、
家
康
の
時
代
に
も
継
承
さ
れ
、
京
都
の
み
な
ら
ず

江
戸
に
広
が
り
加
熱
し
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
、
幕
府
は
天
和
二
〈
一
六

八
二
〉
年
に
、
天
下
一
と
号
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
天
下
一
と
書
き
付
け
た

も
の
は
こ
と
ご
と
く
削
り
取
ら
せ
る
な
ど
厳
罰
化
し
、
さ
ら
に
徳
川
家
御

用
達
で
あ
っ
て
も
葵
の
紋
の
使
用
を
禁
じ
た
。
身
分
の
秩
序
化
を
は
か
る

幕
府
の
政
策
が
背
景
に
あ
る
。
天
下
一
を
名
乗
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
職

人
町
人
の
階
層
は
、
多
額
の
金
品
を
献
上
し
て
も
朝
廷
・
門
跡
か
ら
受
領

を
得
る
こ
と
で
、
同
じ
町
人
の
身
分
の
中
で
も
特
別
な
地ス

テ
イ
タ
ス位

を
得
よ
う
と

し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
受
領
が
増
加
し
続
け
る
中
で
、
身
分
的
統
制
を
は
か
る
幕

府
が
規
制
を
行
う
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
山
口
和
夫
氏
の
研
究
で

あ
る
。（
11
）
宝
暦
二
年
の
手
続
き
の
厳
重
化
は
、
公
家
側
か
ら
幕
府
側
に

要
請
し
た
も
の
で
、
一
代
限
り
で
あ
る
は
ず
の
受
領
を
、
子
孫
が
私
的
に

世
襲
す
る
の
を
禁
止
し
、
京
都
で
行
わ
れ
る
勅
許
受
領
を
確
実
に
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
規
制
の
結
果
、
勅
許
受
領
の
件
数
は
増
加
し
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
朝
廷
に
と
っ
て
は
、
増
収
に
も
直
結
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
京
都
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
再
び
公
家
側
か
ら
幕
府
側
へ
の
要
請
で
、

勅
許
以
外
の
受
領
を
規
制
す
る
全
国
触
れ
が
明
和
三
年
十
一
月
に
行
わ
れ

た
。
子
孫
が
継
承
す
る
場
合
に
改
め
て
継
目
受
領
を
認
め
、
そ
れ
以
外
を

禁
じ
る
こ
と
を
徹
底
し
た
の
で
あ
る
。
安
田
氏
は
、
明
和
二
年
か
ら
三
年

に
か
け
て
諸
職
人
の
受
領
が
は
な
は
だ
少
な
く
、
明
和
四
年
に
は
驚
く
ほ

ど
の
受
領
を
願
い
出
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
受
領
を
断

念
し
た
者
も
多
く
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
明
和
四
年
の
受

領
に
名
前
を
連
ね
る
の
が
、
四
代
目
の
竹
田
近
江
藤
原
清
一
で
、
明
和
四

年
二
月
に
正
式
に
近
江
大
掾
を
受
領
す
る
。
安
田
氏
は
、
こ
の
時
、
相
当

の
金
品
を
献
上
す
べ
き
と
こ
ろ
「
凡
鄙
之
雛
人
形
一
対
」
し
か
献
上
し
な

い
と
い
う
不
適
際
を
演
じ
、
吟
味
を
受
け
た
上
、
凡
鄙
で
な
い
も
の
の
献

上
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。（
12
）

　

ま
た
内
山
美
樹
子
先
生
は
、
明
和
三
年
か
ら
八
年
へ
と
竹
本
座
が
全
面

的
な
崩
壊
に
向
か
っ
て
い
く
中
で
起
き
た
、
明
和
四
年
十
二
月
か
ら
五
年

に
か
け
て
家
質
騒
動
に
よ
り
、
竹
本
座
の
興
行
主
で
あ
る
竹
田
一
族
が
幕
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府
役
人
と
癒
着
し
て
観
客
層
で
あ
る
町
人
か
ら
信
用
を
失
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。
明
和
八
年
正
月
に
初
演
さ
れ
た
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
は
好
評

を
博
し
て
凋
落
し
た
竹
本
座
に
起
死
回
生
を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
通
説

に
は
ほ
ど
遠
い
状
況
で
あ
っ
た
。（
13
）

　

三
段
目
の
「
太
宰
の
館
」
の
受
領
の
場
面
は
、
幕
府
に
よ
る
統
制
が
厳

し
く
な
る
中
で
、
明
和
四
年
の
四
代
目
竹
田
近
江
の
受
領
を
想
起
さ
せ
る

も
の
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

三　

庶
民
に
広
が
る
公
家
文
化
と
三
段
目
「
山
の
段
」

　

二
段
目
で
、
猟
師
芝
六
の
住
家
に
天
智
天
皇
が
か
く
ま
わ
れ
て
い
る
。

現
代
の
我
々
に
は
荒
唐
無
稽
な
設
定
に
思
わ
れ
る
が
、
近
世
中
期
に
お
い

て
も
公
家
文
化
の
身
近
さ
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

森
田
登
代
子
氏
の
研
究
で
は
、
明
治
四
二
年
の
登
極
令
に
よ
っ
て
、
天

皇
の
即
位
関
連
行
事
は
皇
室
の
み
が
入
れ
る
賢
所
で
行
う
こ
と
に
な
り
、

庶
民
と
は
無
縁
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
近
世
期

に
お
い
て
も
天
皇
の
即
位
式
を
庶
民
が
見
物
で
き
な
い
と
思
い
込
ん
で
き

た
と
指
摘
す
る
。（
14
）
森
田
氏
は
こ
の
思
い
こ
み
を
検
証
し
て
、
近
世
期

に
お
け
る
天
皇
家
の
神
事
で
あ
る
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
に
つ
い
て
は
一
般
庶

民
に
拝
見
は
許
さ
れ
な
い
が
、
天
皇
即
位
式
に
は
儀
礼
に
参
列
す
る
公
家

と
は
別
の
門
が
開
放
さ
れ
、
禁
裏
内
の
南
庭
で
見
学
が
ゆ
る
さ
れ
、
即
位

式
拝
見
の
た
め
の
切
手
が
配
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
な
お
、

庶
民
階
層
の
見
学
は
許
可
さ
れ
て
も
、
僧
尼
、
法
体
姿
、
父
母
の
喪
に
服

す
者
（
重
服
）、
親
類
の
喪
に
服
す
者
（
敬
服
）
の
入
場
は
、
神
事
の
厳

格
さ
や
神
聖
性
を
強
調
し
、
穢
れ
や
仏
教
的
な
様
相
が
禁
忌
視
さ
れ
た
た

め
、
は
ば
か
ら
れ
た
。
森
田
氏
は
、
宝
暦
期
に
在
位
し
た
桃
園
天
皇
の
即

位
式
は
、
男
性
一
〇
〇
名
、
女
性
二
〇
〇
名
が
禁
裏
内
入
場
を
許
可
さ
れ

た
と
す
る
。
女
性
が
多
い
理
由
や
切
手
の
発
行
元
な
ど
不
明
な
点
が
あ
る

が
、
町
触
に
は
明
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
明
和
期
に
在
位
し
た
女
帝

後
桜
町
天
皇
も
、
同
じ
男
女
比
の
三
百
人
の
庶
民
が
切
手
を
携
え
て
入
場

し
た
。
森
田
氏
は
、
後
桜
町
天
皇
の
即
位
を
大
坂
か
ら
母
と
と
も
に
上
洛

し
て
即
位
式
を
観
覧
し
た
岡
國
雄
の
記
録
を
紹
介
し
、
降
雪
を
も
の
と
も

せ
ず
に
即
位
式
観
覧
に
臨
み
感
涙
に
む
せ
ん
だ
と
あ
り
、
即
位
式
は
人
々

の
関
心
事
で
あ
り
、
多
く
の
人
々
が
臨
席
を
の
ぞ
ん
だ
と
し
て
い
る
。

　

天
皇
の
即
位
と
い
う
十
数
年
、
数
十
年
に
一
度
の
行
事
以
外
に
も
、
岸

泰
子
氏
は
、
民
衆
が
節
分
の
日
に
禁
裏
御
所
の
内
侍
所
に
参
詣
す
る
事
例

を
紹
介
す
る
。（
15
）
岸
氏
は
、『
日
次
紀
事
』
に
「
節
分
の
夜
衆
庶
民
内
侍

所
に
参
入
し
、
銭
十
二
文
を
入
れ
追
儺
の
大
豆
を
拝
受
し
か
へ
る
事
也
」

か
ら
、
民
衆
が
参
拝
の
所
作
を
許
さ
れ
、
朝
廷
か
ら
民
衆
に
振
る
舞
い
が

あ
る
行
事
は
禁
中
に
お
い
て
節
分
よ
り
ほ
か
に
な
い
と
す
る
。
内
侍
所
は
、

神
鏡
を
奉
安
し
神
事
を
行
う
場
所
で
あ
る
。
朝
廷
に
対
し
て
、
信
仰
に
近

い
親
近
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
明
和
九
年
（「
妹
背
山
婦

女
庭
訓
」
の
初
演
の
翌
年
）
等
に
は
、
朝
廷
の
節
会
と
節
分
が
重
な
っ
た

た
め
に
、
参
詣
日
の
代
替
日
が
設
け
ら
れ
、
内
侍
所
へ
の
参
詣
を
楽
し
み

に
し
て
い
る
庶
民
の
期
待
に
配
慮
す
る
禁
裏
の
態
度
が
あ
る
と
述
べ
る
。

禁
裏
の
内
侍
所
が
信
仰
の
対
象
に
な
る
こ
と
と
、
朝
廷
の
配
慮
に
心
を
寄

せ
る
民
衆
の
思
い
が
光
格
天
皇
時
代
の
「
千
度
参
り
」
へ
の
道
程
と
な
る

と
い
っ
た
近
世
中
期
の
天
皇
と
庶
民
の
関
係
は
、
内
山
先
生
が
指
摘
す
る

「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
二
段
目
で
、
超
自
然
的
な
奇
瑞
で
盲
目
の
天
智
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天
皇
を
開
眼
さ
せ
る
神
鏡
と
神
璽
の
出
現
と
、
天
智
天
皇
が
「
人
間
と
し

て
の
純
粋
性
を
具
え
、
政
治
権
力
と
切
り
離
さ
れ
た
、
最
高
の
天
皇
の
形

象
化
」（
16
）
と
い
う
近
松
半
二
の
描
写
と
呼
応
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
皇
室
行
事
へ
の
庶
民
の
関
心
の
背
景
に
、
後
水
尾
天
皇
以

来
の
熱
心
な
朝
儀
再
興
も
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
五
代
将
軍
綱

吉
時
代
の
元
禄
七
〈
一
六
九
四
〉
年
に
霊
元
天
皇
が
復
活
し
た
勅
祭
で
あ

る
葵
祭
は
、
京
都
の
町
に
は
す
っ
か
り
根
付
き
、
安
永
九
〈
一
七
八
〇
〉

年
に
刊
行
さ
れ
た
『
都
名
所
図
会
』
の
賀
茂
の
葵
祭
の
挿
絵
に
は
雅
び
な

行
列
を
敷
物
の
上
に
正
座
し
て
観
覧
す
る
女
性
や
若
衆
の
姿
が
描
か
れ
る

と
と
も
に
、
そ
の
後
ろ
に
宴
会
で
も
し
て
い
る
の
か
談
笑
を
し
て
戯
れ
る

男
性
も
描
か
れ
、
厳
粛
さ
と
と
も
に
身
近
な
楽
し
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と

も
う
か
が
え
る
。

　

さ
ら
に
、
朝
廷
や
公
家
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
具
体
的
に
装
束
な
ど
ビ
ジ
ュ

ア
ル
な
形
で
庶
民
の
暮
ら
し
に
浸
透
す
る
の
が
、
江
戸
時
代
中
期
の
雛
人

形
で
あ
る
。「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
三
段
目
「
山
の
段
」
で
は
、
吉
野

川
に
面
す
る
太
宰
家
の
別
邸
で
雛
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
雛
の
首

が
落
ち
た
時
に
太
宰
の
後
室
定
高
は
、
入
鹿
へ
の
入
内
を
断
り
、
娘
の
思

い
通
り
に
久
我
之
助
に
添
わ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
娘
の
首
を
討
つ
決

心
を
す
る
。
雛
人
形
は
、
こ
の
場
面
で
は
切
実
な
小
道
具
と
し
て
、
人
々

の
心
を
締
め
付
け
る
。

　

雛
人
形
は
、
雛
遊
び
と
し
て
、
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
ま
ま
ご
と
遊
び

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
三
月
三
日
の
雛
祭
は
、
古
代
以
来
の
宮
廷
行

事
に
は
な
く
、
後
宮
行
事
と
し
て
定
着
す
る
の
は
一
七
世
紀
と
す
る
。

（
17
）
同
じ
頃
、
武
家
で
も
、
将
軍
家
や
大
名
家
に
雛
祭
が
導
入
さ
れ
、
そ

の
後
急
速
に
民
間
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
民
間
の
雛
祭
で
、
紙
雛
や
土
雛
、

蛤
の
器
を
並
べ
て
い
た
も
の
が
豪
華
な
雛
道
具
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、

慶
安
二
〈
一
六
四
九
〉
年
の
禁
止
の
触
れ
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
大
名
家
の

子
女
が
婚
儀
に
際
し
て
、
豪
華
な
婚
礼
調
度
と
そ
れ
を
模
し
た
雛
道
具
を

持
参
し
た
が
、
こ
れ
と
同
様
の
も
の
が
町
人
層
の
間
に
流
行
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
雛
人
形
が
、
衣
冠
束
帯
の
衣
裳
雛
に
な
る
の
は
十
八
世
紀

に
入
っ
た
頃
で
、
幕
府
は
元
禄
十
七
〈
一
七
〇
四
〉
年
に
衣
冠
束
帯
の
衣

裳
雛
を
規
制
し
た
。
享
保
期
に
は
七
〇
セ
ン
チ
に
も
及
ぶ
大
型
の
享
保
雛

が
登
場
し
、
享
保
期
を
通
じ
て
再
三
禁
止
令
が
出
る
。
宝
暦
九
〈
一
七
五

九
〉
年
に
は
、
幕
府
の
雛
人
形
の
取
り
締
ま
り
に
応
じ
て
、
江
戸
で
は
京

都
で
製
作
さ
れ
た
雛
人
形
の
移
入
を
自
粛
し
、
京
都
か
ら
の
雛
人
形
の
技

術
者
が
江
戸
へ
移
住
、
明
和
末
か
ら
安
永
に
か
け
て
江
戸
の
人
形
師
の
原

舟
月
が
、
現
代
の
親
王
雛
の
原
型
と
さ
れ
る
古
今
雛
を
完
成
さ
せ
た
と
さ

れ
る
。
雛
人
形
と
道
具
が
果
た
す
、
公
家
文
化
が
町
人
に
浸
透
す
る

受リ
セ
プ
タ
ー

け
皿
の
役
割
を
決
し
て
小
さ
く
み
て
い
な
い
幕
府
が
警
戒
す
る
ほ
ど
に
、

京
で
の
雛
人
形
の
制
作
と
雛
人
形
文
化
が
活
況
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

　
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
華
や
か
な
雛
人
形
の
演
出
は
、
上
方
の
観
客

に
と
っ
て
は
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
三
段
目
の
悲
劇
は

よ
り
一
層
哀
切
さ
を
増
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

四　

女
性
教
育
と
四
段
目
「
道
行
恋
の
苧
環
」

　
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
四
段
目
は
、
鎌
足
の
息
子
淡
海
を
め
ぐ
る
、

酒
屋
の
娘
お
三
輪
と
、
入
鹿
の
妹
橘
姫
が
描
か
れ
る
。
道
行
恋
の
苧
環
で
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は
、
橘
姫
を
追
う
淡
海
を
、
さ
ら
に
お
三
輪
が
追
い
か
け
る
。
恋
争
い
の

最
中
に
、
お
三
輪
は
橘
姫
に
「
主
あ
る
人
を
ば
大
胆
な
．
断
り
な
し
に
惚

れ
る
と
は
．
ど
ん
な
本
に
も
あ
り
や
せ
ま
い
．
女
庭
訓
躾
方
．
よ
う
見
や

し
や
ん
．
せ
え
．」
と
述
べ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
に
は
、

女
庭
訓
躾
方
に
つ
い
て
、「
女
子
の
教
訓
書
」
と
し
て
、
明
和
元
年
刊

『
女
躾
教
訓
鑑
』
や
、
明
和
四
年
刊
『
女
庭
訓
御
所
文
庫
』
な
ど
「
妹
背

山
婦
女
庭
訓
」
初
演
の
明
和
八
年
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
女
子
教
訓
書
を
紹

介
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
山
美
樹
子
先
生
は
、『
女
庭
訓
躾
種
』（
天
保
十

一
年
刊
）
や
『
女
教
訓
躾
方
』
な
ど
を
紹
介
す
る
。（
18
）
こ
れ
ら
の
中
で
、

現
存
し
て
い
る
冊
数
が
最
も
多
い
の
が
明
和
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
女
庭

訓
御
所
文
庫
』
で
あ
る
。（
19
）

　

往
来
物
の
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
石
川
松
太
郎
氏
が
編
纂
し
た
『
日

本
教
科
書
体
系　

往
来
篇　

女
子
用
』
の
解
説
は
、
出
版
物
を
通
し
た
江

戸
時
代
の
女
性
教
育
に
つ
い
て
ま
ず
は
参
考
す
べ
き
研
究
で
あ
る
。（
20
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
中
世
ま
で
の
公
家
に
お
け
る
音
楽
・
和
歌
・
書
道
を
中

心
と
し
て
「
み
や
び
や
か
な
朗
ら
か
な
」
女
性
を
は
ぐ
く
む
教
育
や
、
武

家
に
お
け
る
「
勇
武
と
貞
操
を
重
ん
ず
る
」
教
育
か
ら
転
じ
て
、
近
世
期

に
は
、
儒
教
哲
学
を
背
景
と
し
た
「
道
徳
教
育
」、
室
町
時
代
以
来
の
伝

統
的
な
女
子
教
育
と
し
て
「
躾
・
身
だ
し
な
み
」、
家
族
制
度
の
存
続
・

強
化
が
は
か
ら
れ
た
新
し
い
社
会
情
勢
に
即
し
て
「
主
婦
と
し
て
の
あ
る

べ
き
姿
」
を
柱
に
お
く
と
す
る
。
武
士
階
級
で
は
「
名
誉
と
家
風
に
お
い

て
夫
を
代
表
す
る
任
務
を
課
せ
ら
れ
た
」
と
す
る
。
ま
さ
に
、
三
段
目
の

太
宰
の
後
室
定
高
の
行
動
原
理
が
こ
こ
に
あ
る
。
定
高
は
、
夫
な
ら
ど
う

す
る
か
を
想
定
し
て
、
家
の
存
続
の
た
め
に
娘
雛
鳥
を
入
鹿
に
入
内
さ
せ

る
選
択
肢
を
も
入
れ
て
行
動
し
た
。
さ
ら
に
、
石
川
氏
は
庶
民
階
層
の
教

育
で
は
、
家
業
を
夫
と
と
も
に
分
担
し
、
共
同
体
を
築
い
て
い
く
と
こ
ろ

に
使
命
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
武
士
の
場
合
も
庶
民
の
場
合
も
、

家
庭
の
内
部
に
お
い
て
、
や
が
て
嫁
し
て
実
践
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

教
育
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。

　

明
和
四
年
刊
『
女
庭
訓
御
所
文
庫
』
は
、
石
川
氏
の
往
来
物
の
分
類
に

よ
る
と
「
消
息
型
」
の
教
育
書
で
、「
あ
の
場
・
こ
の
場
、
あ
の
時
・
こ

の
時
に
必
要
な
消
息
文
を
、
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
手
習
わ
せ
る
」
た
め

の
手
本
で
あ
る
。
正
月
か
ら
十
二
月
の
四
季
折
々
の
手
紙
の
文
例
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
が
、
平
安
貴
族
の
女
官
名
を
使
用
し
て
お
り
、
三
章
で
み
た

公
家
文
化
の
庶
民
へ
の
浸
透
は
こ
の
よ
う
な
女
子
教
育
書
に
も
み
ら
れ
る
。

本
書
は
、「
紫
式
部
石
山
記
」
と
い
っ
た
文
学
や
「
源
氏
和
歌
貝
合
の

図
」
な
ど
を
絵
入
で
紹
介
し
た
部
分
が
六
丁
半
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
消
息

文
の
本
文
の
頁
は
、
下
部
四
分
の
三
に
消
息
文
が
記
さ
れ
、
上
部
四
分
の

一
に
教
訓
型
の
道
徳
的
な
事
項
が
記
さ
れ
る
。『
女
庭
訓
御
所
文
庫
』
の

内
題
（
扉
題
）
の
添
え
書
き
に
「
御
家
当
流
女
躾
方
」「
万
葉
教
訓
女
宝

鑑
」
と
あ
る
の
は
こ
の
構
成
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
上
部
の
教
訓
の

項
目
は
ま
ず
は
「
女
庭
訓
躾
方
」
か
ら
始
ま
り
、
次
い
で
「
玉
章
の
は
じ

ま
り
」「
女
信
の
道
を
守
事
」
と
続
く
。
お
三
輪
の
「
女
庭
訓
躾
方
」
の

発
言
は
、
ま
さ
に
明
和
四
年
『
女
庭
訓
御
所
文
庫
』
を
さ
し
て
い
る
。

　
「
女
庭
訓
躾
方
」
に
は
「
女
の
作
法
上
つ
方
に
は
様
々
芸
能
あ
り
と
い

え
ど
も
、
幼
き
時
よ
り
い
や
し
き
事
見
せ
ず
、
よ
き
事
を
見
習
い
」「
第

一
父
母
に
つ
か
へ
孝
行
を
つ
く
し
兄
を
う
や
ま
い
弟
を
な
つ
け
申
す
べ

し
」
と
、
類
書
に
一
般
的
な
記
述
に
続
き
、
特
に
男
女
の
交
り
に
つ
い
て
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詳
述
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
。「
兄
弟
の
類
、
男
た
る
も
の
と
同
じ
座
を

い
た
す
こ
と
あ
や
ま
り
也
。
同
じ
お
な
ご
の
友
達
を
求
め
て
遊
ぶ
べ
し
」

「
父
母
の
ゆ
る
し
を
う
け
て
嫁
入
を
す
べ
し
父
母
ゆ
る
し
な
き
に
己
が
心

に
ま
か
せ
色
に
ふ
け
り
淫
乱
を
も
と
と
す
る
事
お
お
き
な
る
過
ち
也
」

「
男
の
方
に
ゆ
か
ば
な
る
ほ
ど
貞
女
の
道
を
た
て
夫
を
た
い
せ
つ
に
思
い

夫
を
主
の
ご
と
く
に
思
い
か
り
そ
め
に
も
あ
な
ど
ら
ぬ
よ
う
に
す
べ
し
」

「
さ
て
舅
姑
に
つ
か
ゆ
る
事
ず
い
ぶ
ん
心
を
つ
く
し
申
す
べ
し
」「
男
い
か

よ
う
に
あ
た
る
と
も
女
と
し
て
う
ら
み
ず
り
ん
き
い
た
さ
ず
わ
が
身
を
清

く
保
つ
べ
し
」「
か
よ
う
の
類
こ
れ
よ
り
末
に
つ
ぶ
さ
に
書
け
り　

よ
く

よ
み
あ
は
せ
見
た
ま
ふ
べ
し
」
こ
れ
に
つ
づ
い
て
、「
さ
て
。
ひ
と
り
の

お
つ
と
を
大
事
に
思
い
、
よ
の
方
に
心
を
か
よ
は
さ
ず
た
と
え
、
そ
の
夫
、

死
し
、
失
せ
た
り
と
い
ふ
と
も
、
か
さ
ね
て
男
は
持
た
ぬ
も
の
な
り
」
と

し
て
鴛
鴦
や
、
つ
ば
め
（
つ
ば
く
ら
と
い
ふ
鳥
は
二
羽
の
夫
を
か
さ
ね
ざ

る
鳥
な
り
）
の
例
を
出
し
、「
し
か
る
に
人
間
と
し
て
み
だ
り
に
色
に
迷

い
淫
乱
に
ふ
け
る
は
鳥
よ
り
も
お
と
り
な
り
」
と
続
け
る
。
お
三
輪
が
恋

す
る
淡
海
（
求
馬
と
名
前
を
変
え
て
お
三
輪
と
馴
じ
み
を
重
ね
る
）
を
、

橘
姫
に
と
ら
れ
た
時
の
発
言
は
、
本
書
の
教
訓
部
分
の
冒
頭
で
触
れ
る
こ

の
件
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

観
客
は
江
戸
中
期
の
女
子
教
育
で
刊
行
さ
れ
た
話
題
の
書
を
思
い
浮
か

べ
な
が
ら
、「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
一
途
な
町
人
の
娘
の
お
三
輪
の
思

い
と
、
そ
の
執
着
心
が
引
き
起
こ
す
悲
劇
に
心
を
寄
せ
て
い
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

五　
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
と
明
和
四
年　
　

　
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
は
明
和
八
年
の
初
演
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
特
に
明
和
四
年
に
お
き
た
当
時
の
観
客
に

と
っ
て
は
印
象
的
な
出
来
事
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し

た
い
。

　

明
和
四
年
の
出
来
事
の
最
も
重
要
な
も
の
は
、
尊
皇
思
想
の
さ
き
が
け

と
さ
れ
る
、
宝
暦
明
和
事
件
で
あ
る
。
内
山
美
樹
子
先
生
は
「
明
和
八
年

の
近
松
半
二
」
で
作
者
の
近
松
半
二
は
明
ら
か
に
明
和
事
件
に
関
心
を
寄

せ
て
い
る
事
を
指
摘
す
る
。（
21
）「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
に
関
し
て
宝
暦
明

和
事
件
を
直
接
関
連
づ
け
な
く
て
も
、「
尊
皇
を
大
義
名
分
に
基
づ
き
現

幕
藩
体
制
を
否
定
す
る
」
思
想
を
天
下
に
周
知
さ
れ
る
事
件
が
お
き
た
中

で
、
近
松
半
二
の
劇
作
の
手
段
で
あ
っ
た
「
謀
叛
」「
天
が
下
」
と
い
っ

た
概
念
に
、
徳
川
封
建
体
制
の
政
治
や
歴
史
と
の
現
実
的
つ
な
が
り
を
持

ち
始
め
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。（
22
）

　

本
稿
二
章
で
述
べ
た
受
領
に
関
し
て
は
、
明
和
四
年
に
、
近
松
半
二
が

所
属
す
る
竹
本
座
の
興
行
主
竹
田
が
受
領
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、「
太
宰
の
館
」
の
受
領
の
場
面
で
、
鹿
島
神
社
の
下
級
神
官
（
鹿
島

の
事
触
）
が
受
領
を
願
い
で
て
、
そ
れ
を
受
け
た
入
鹿
の
家
臣
が
、
神
官

な
ら
ば
「
吉
田
に
参
っ
て
受
領
を
受
け
」
る
よ
う
に
言
う
。
吉
田
と
は
吉

田
神
社
で
あ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の

注
釈
で
は
、
藤
原
氏
の
氏
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
藤
原
鎌

足
を
中
心
に
描
く
本
作
に
と
っ
て
重
要
な
神
社
で
あ
る
。
ま
た
鹿
島
の
神

職
が
、
鹿
島
の
宝
殿
か
ら
「
で
っ
か
ち
な
光
り
物
」
が
飛
び
出
し
た
と
い

う
の
は
、
先
行
策
「
用
明
天
皇
職
人
鑑
」
に
よ
る
。
こ
の
吉
田
神
社
を
拠
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点
に
唱
え
ら
れ
た
神
道
が
吉
田
神
道
で
、
宝
暦
事
件
の
争
点
の
根
幹
を
な

し
て
い
る
こ
と
を
、
藤
田
覚
氏
は
指
摘
す
る
。（
23
）
宝
暦
事
件
の
中
心
人

物
で
明
和
事
件
に
も
影
響
を
与
え
た
竹
内
式
部
は
、
神
が
作
っ
た
国
を
神

の
子
孫
で
あ
る
天
皇
が
治
め
る
と
い
う
垂
加
神
道
に
基
づ
き
、
天
皇
の
歴

史
的
正
当
性
を
説
き
、
天
皇
や
公
家
が
学
問
に
よ
り
徳
を
身
に
つ
け
れ
ば

将
軍
は
政
権
を
返
上
す
る
で
あ
ろ
う
と
公
家
達
に
説
く
。
一
章
で
述
べ
た

禁
中
並
公
家
諸
法
度
の
第
一
条
の
国
王
と
し
て
の
天
皇
の
学
問
に
呼
応
す

る
。
竹
内
式
部
に
影
響
を
受
け
た
若
い
公
家
達
が
、
桃
園
天
皇
に
垂
加
神

道
の
解
釈
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
の
進
講
を
宝
暦
七
年
に
始
め
る
。
桃
園

天
皇
は
、
わ
ず
か
六
歳
で
即
位
し
、
宝
暦
七
年
の
時
点
で
は
十
六
歳
で
あ

る
。
こ
の
天
皇
と
公
家
の
関
係
を
危
ぶ
ん
だ
の
が
摂
家
で
あ
る
。
特
に
、

五
摂
家
の
筆
頭
近
衛
家
は
吉
田
神
道
を
信
奉
し
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
垂

加
神
道
に
圧
倒
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
を
快
く
思
わ
な
い
吉
田
神
道
か
ら
の

働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
宝
暦
明
和
事
件
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て

い
る
半
二
が
こ
の
よ
う
な
京
都
の
動
き
に
鈍
感
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
こ
の
場
面
は
、
先
行
作
の
引
用
で
あ
る
た
め
同

時
代
の
事
件
に
触
れ
て
な
い
と
い
う
い
い
わ
け
を
準
備
し
、
さ
ら
に
ユ
ー

モ
ア
を
交
え
た
チ
ャ
リ
的
な
場
面
を
得
意
と
し
た
竹
本
咲
大
夫
に
語
ら
せ

る
と
い
う
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
な
が
ら
、
見
事
に
宝
暦
事
件
を
織
り
込
ん

で
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
宝
暦
事
の
き
っ
か
け

は
、
仏
教
色
を
排
す
る
垂
加
神
道
に
対
し
て
仏
教
を
伝
統
的
に
受
け
入
れ

て
き
た
神
仏
習
合
の
朝
廷
（
前
天
皇
の
桜
町
天
皇
の
女
御
で
、
桃
園
天
皇

の
嫡
母
）
と
の
対
立
も
あ
る
。「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
初
段
「
蘇
我
蝦

夷
子
館
」
の
段
で
、
そ
れ
ま
で
仏
法
に
帰
依
し
て
父
蝦
夷
子
の
横
暴
を
否

定
し
た
入
鹿
が
、
謀
叛
を
志
し
、
自
ら
が
天
皇
と
主
張
す
る
場
面
は
、
神

仏
習
合
で
は
な
く
仏
教
を
排
除
し
た
天
皇
を
国
王
と
す
る
宝
暦
事
件
の
思

想
と
呼
応
す
る
。

　

作
品
の
題
名
と
い
う
最
も
重
要
な
情
報
に
織
り
込
ま
れ
た
「
婦
女
庭

訓
」
に
つ
い
て
も
、
第
四
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
様
々
な
女
性
教
育
の
書

物
が
普
及
す
る
中
で
も
、
特
に
明
和
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
女
庭
訓
御
所

文
庫
』
を
観
客
に
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

今
一
歩
進
め
る
な
ら
ば
、
三
段
目
の
山
の
段
に
お
け
る
太
宰
家
の
表
記

で
あ
る
。
太
宰
家
は
、
太
宰
少
弐
、
す
な
わ
ち
、
太
宰
府
を
守
る
次
官
で

あ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
大
系
の
頭
注
で
も
「
大
宰
府
の
次
官
」
と
し
、

翻
刻
も
す
べ
て
「
少
弐
」
と
す
る
。
し
か
し
、
近
世
に
出
版
さ
れ
た
浄
瑠

璃
本
の
表
記
は
す
べ
て
「
小
弐
」
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
本
は
、
た
と
え
ば

「
大
切
」
を
「
太
切
」
と
表
記
す
る
よ
う
な
現
代
で
は
誤
り
と
思
う
よ
う

な
表
記
を
慣
例
と
し
て
用
い
た
り
、
同
じ
登
場
人
物
の
表
記
が
複
数
あ
る

な
ど
の
表
記
が
揺
れ
る
ケ
ー
ス
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
の
一
方
で
、

明
和
八
年
十
二
月
に
初
演
さ
れ
た
「
桜
御
殿
五
十
三
駅
」
の
よ
う
に
幕
府

の
忌
憚
に
触
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
埋
木
改
訂
す
る
と
い
っ
た
訂
正
も
行
わ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
上
演
差
し
止
め
に
関
わ
る
よ
う
な
重
要
な
事
情
が
な

く
と
も
、『
鎌
倉
大
系
図
』
の
登
場
人
物
「
小
次
郎
義
氏
」
の
表
記
を
す

べ
て
「
次
郎
義
氏
」
に
改
訂
す
る
た
め
に
、
該
当
箇
所
の
版
木
の
こ
と
ご

と
く
に
埋
木
を
ほ
ど
こ
す
と
い
っ
た
、
徹
底
し
た
表
記
の
統
一
を
版
行
に

あ
た
っ
て
行
う
例
（
24
）
も
、
ま
た
い
く
つ
も
あ
る
。
浄
瑠
璃
本
の
題
簽
や

奥
付
に
掲
げ
る
太
夫
名
に
少
掾
な
ど
官
職
名
を
掲
げ
、
特
に
受
領
の
場
面

を
描
く
本
作
に
お
い
て
、
無
意
識
に
太
宰
少
弐
を
「
小
弐
」
と
表
記
す
る
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と
は
考
え
に
く
い
。
明
和
事
件
で
処
刑
さ
れ
た
山
県
大
弐
を
「
妹
背
山
婦

女
庭
訓
」
の
観
客
は
想
起
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

推
測
を
出
な
い
が
偶
然
の
一
致
に
し
て
は
で
き
す
ぎ
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
三
章
で
述
べ
た
即
位
礼
の
拝
見
に
関
し
て
、
明
和
七
年
十
一

月
に
女
帝
後
桜
町
天
皇
が
譲
位
し
後
桃
園
天
皇
が
即
位
す
る
が
、
こ
の
時

の
町
触
れ
に
は
即
位
式
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。（
25
）
こ
の
翌
年
の
明

和
八
年
正
月
に
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
が
初
演
さ
れ
る
。
京
都
で
起
き
た

宝
暦
事
件
と
江
戸
の
明
和
事
件
は
、
即
位
の
拝
見
や
雛
人
形
の
統
制
な
ど
、

庶
民
が
楽
し
み
に
し
て
い
た
朝
廷
に
関
連
す
る
行
事
に
暗
い
影
を
お
と
し

て
い
る
。
内
山
美
樹
子
先
生
は
明
和
八
年
十
二
月
に
初
演
さ
れ
た
「
桜
御

殿
五
十
三
駅
」
に
、
宝
暦
明
和
事
件
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。

（
26
）
明
和
六
年
暮
れ
か
ら
明
和
七
年
初
め
に
か
け
て
扱
っ
た
大
坂
落
城
も

の
の
「
近
江
源
氏
先
陣
館
」「
太
平
頭
鍪
飾
」
の
う
ち
後
者
で
上
演
禁
止

と
な
っ
た
近
松
半
二
は
、「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
で
王
権
の
物
語
を
扱
う

な
か
で
、
周
到
に
直
接
的
な
表
現
を
さ
け
つ
つ
明
和
四
年
の
出
来
事
を
埋

め
込
ん
だ
の
だ
と
、
当
時
の
観
客
は
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六　

不
安
定
な
皇
統
と
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
上
演

　

明
和
宝
暦
事
件
の
背
景
に
は
、
若
く
し
て
即
位
し
た
天
皇
が
早
世
す
る

こ
と
が
続
い
た
こ
と
、
中
継
ぎ
と
し
て
女
帝
後
桜
町
天
皇
の
即
位
な
ど
皇

統
の
不
安
定
さ
が
あ
る
。
光
格
天
皇
の
千
度
参
り
ほ
ど
積
極
的
な
民
衆
の

朝
廷
へ
の
期
待
は
み
ら
れ
な
い
が
、「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
が
上
演
さ
れ

た
江
戸
中
期
に
お
い
て
は
、「
天
皇
存
在
に
新
た
な
意
味
や
意
義
を
見
出

し
た
言
説
が
登
場
し
、
現
実
と
は
遠
く
離
れ
た
古
代
、
ま
た
、
現
実
の
政

治
と
か
け
離
れ
た
朝
廷
へ
の
漠
然
と
し
た
憧
れ
の
よ
う
な
感
情
も
入
り
交

じ
っ
て
、
天
皇
・
朝
廷
の
存
在
が
様
々
な
意
義
を
持
ち
始
め
た
」
と
藤
田

覚
氏
は
指
摘
す
る
。（
27
）

　

令
和
元
年
の
即
位
の
年
に
、
国
立
劇
場
は
初
段
を
復
活
さ
せ
、
か
な
り

困
難
な
条
件
の
も
と
初
演
通
り
の
段
構
成
で
通
し
上
演
を
行
っ
た
。「
妹

背
山
婦
女
庭
訓
」
が
初
演
さ
れ
た
時
と
同
様
、
平
成
に
お
い
て
も
皇
統
の

不
安
定
さ
が
連
日
議
論
さ
れ
て
い
る
。
光
格
天
皇
は
、
明
仁
上
皇
が
譲
位

の
意
向
を
伝
え
た
時
（
平
成
二
十
二
年
七
月
）
に
、
宮
内
庁
の
幹
部
に
光

格
天
皇
の
事
例
を
調
べ
る
よ
う
に
指
示
し
た
こ
と
で
に
わ
か
に
脚
光
を
浴

び
た
天
皇
で
あ
る
。
光
格
天
皇
が
譲
位
後
は
権
力
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
点
が

明
仁
上
皇
の
譲
位
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
で
は
天
智
天
皇
が
漁
師
芝
六
の
住
家
に
身
を
寄

せ
る
。
天
皇
の
荘
厳
さ
と
身
近
さ
が
際
立
つ
場
面
で
あ
る
。
令
和
元
年
十

月
に
即
位
礼
正
殿
の
儀
で
は
、
高
御
座
の
と
ば
り
が
開
か
れ
て
初
め
て
天

皇
が
姿
を
参
列
者
に
披
露
さ
れ
る
「
宸
儀
初
見
」
が
復
活
し
た
と
し
て
話

題
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
平
成
か
ら
令
和
に
か
け
て
は
、
災
害
な
ど
の
避

難
所
へ
の
皇
族
の
慰
問
が
大
々
的
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時

代
に
お
け
る
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
通
し
上
演
は
、
単
な
る
古
典
作
品

と
し
て
の
名
作
以
上
の
意
味
を
観
客
に
も
た
ら
し
、
古
典
芸
能
の
技
術
の

継
承
以
上
に
古
典
と
現
代
を
つ
な
げ
た
と
意
義
づ
け
ら
れ
る
。

　

同
じ
作
品
で
あ
っ
て
も
、
観
客
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
。
本

論
で
は
、
江
戸
時
代
の
観
客
の
目
線
に
立
ち
、
江
戸
時
代
の
観
客
が
作
り

手
で
あ
る
近
松
半
二
と
共
有
し
て
い
た
文
化
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
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を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
代
の
観
客
が
「
初
演
当
時

の
何
を
知
ら
な
い
の
か
」
も
明
白
に
な
っ
た
。
作
品
の
主
題
に
直
接
関
わ

ら
な
い
、
作
品
中
に
点
在
す
る
近
世
期
の
事
象
も
現
代
の
観
客
が
古
典
に

向
き
合
う
に
は
重
要
な
情
報
だ
。
そ
れ
を
か
き
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
古

典
芸
能
の
中
に
現
代
の
観
客
に
通
底
す
る
も
の
を
見
つ
け
、
新
し
い
上
演

の
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。

（
１
）『
浄
瑠
璃
史
の
十
八
世
紀
』、
一
九
八
九
、
勉
誠
社
。

（
２
）
藤
田
覚
『
江
戸
時
代
の
天
皇
』
天
皇
の
歴
史
六
、
二
〇
一
一
年
、
講
談
社
。

田
中
暁
龍
「
禁
中
幷
公
家
中
諸
法
度
第
一
条
に
つ
い
て
」『
近
世
朝
廷
の
法
制

と
秩
序
』、
二
〇
一
二
、
山
川
出
版
社
、
二
九
―
四
六
頁
。
こ
の
条
文
に
つ
い

て
、
戦
前
は
天
皇
の
無
力
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
戦
後
に
な
っ
て
近
世
期
の
天

皇
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
３
）
前
掲
、
注
（
２
）
藤
田
、
一
四
六
頁
。

（
４
）
前
掲
、
注
（
１
）
五
〇
七
頁
、
注
（
24
）。

（
５
）
前
掲
、
注
（
１
）
四
七
八
頁
。

（
６
）
前
掲
、
注
（
１
）
五
〇
七
頁
、
注
（
22
）。

（
７
）
前
掲
、
注
（
１
）
五
〇
一
頁
。

（
８
）
前
掲
、
注
（
２
）
藤
田
、
一
九
九
―
二
〇
〇
頁
。

（
９
）
安
田
富
貴
子
『
古
浄
瑠
璃
―
太
夫
の
受
領
と
そ
の
時
代
―
』
一
九
九
八
年
、

八
木
書
店
。

（
10
）
間
瀬
久
美
子「
近
世
の
民
衆
と
天
皇
―
職
人
受
領
と
偽
文
書
・
由
緒
書
―
」

藤
井
駿
先
生
喜
寿
記
念
会
編
『
岡
山
の
歴
史
と
文
化
』
一
九
八
三
年
、
福
武

書
店
。

（
11
）
山
口
和
夫
「
職
人
受
領
の
近
世
的
展
開
」『
日
本
歴
史
』
五
〇
五
号
、
歴

史
学
会
、
一
九
九
〇
六
月
、
五
七
―
七
四
頁
。

（
12
）
前
掲
、
注
（
９
）
二
五
九
頁
。

（
13
）
前
掲
、
注
（
１
）
四
六
二
頁
。

（
14
）
森
田
登
代
子
「
近
世
民
衆
、
天
皇
即
位
の
礼
拝
見
」
笠
谷
和
比
古
『
公

家
と
武
家
３
―
王
権
の
儀
礼
と
比
較
文
明
史
的
考
察
―
』
二
〇
〇
六
年
、
思

文
閣
出
版
、
一
二
一
―
一
六
四
頁
。

（
15
）
岸
泰
子
「
近
世
禁
裏
御
所
と
都
市
社
会
―
内
侍
所
参
詣
を
中
心
と
し�

て
―
」『
年
報　

都
市
研
究
』
一
五　

分
節
構
造
と
社
会
的
結
合
、
都
市
史
研

究
会
編
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
、
四
二
―
五
五
頁
。

（
16
）
前
掲
、
注
（
１
）
四
七
二
頁
。

（
17
）
間
瀬
久
美
子
「
意
識
の
な
か
の
身
分
制
」『
日
本
の
近
世
』
七
分
と
格
式
』、

一
九
九
二
年
、
中
央
公
論
社
。

（
18
）
二
〇
〇
一
年
十
二
月
国
立
劇
場
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
十
二
月
公
演
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
。

（
19
）『
女
躾
教
訓
鑑
』
は
石
川
謙
旧
蔵
書
と
し
て
一
点
あ
る
の
み
。
早
い
も
の

で
京
都
の
菊
屋
七
郎
兵
衛
に
よ
る
宝
暦
十
三
年
刊
の
『
女
庭
訓
宝
種
』
は
横

山
重
氏
旧
蔵
本
が
あ
る
の
み
。
い
ず
れ
も
筆
者
、
原
本
未
見
。
一
方
『
女
庭

訓
御
所
文
庫
』
寛
政
二
年
、
文
化
十
四
、
天
保
六
年
、
慶
応
二
年
と
版
を
重
ね
、

現
存
数
も
多
い
。「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
初
演
時
の
み
な
ら
ず
、
再
演
時
の

観
客
も
想
起
し
た
女
子
教
育
書
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
20
）
石
川
松
太
郎
「
近
世
社
会
に
お
け
る
女
子
の
使
命
と
教
育
」『
日
本
教
科

書
体
系　

往
来
篇　

女
子
用
』
講
談
社
、
一
九
七
三
年
。

（
21
）
前
掲
、
注
（
１
）
五
四
七
―
五
五
〇
頁
。

（
22
）
前
掲
、
注
（
１
）
四
六
五
頁
。

（
23
）
前
掲
、
注
（
２
）
一
六
一
―
一
六
六
頁
。

（
24
）
東
晴
美
「
解
題
」『
鎌
倉
大
系
図
』
義
太
夫
節
浄
瑠
璃
未
翻
刻
作
品
集
成

（
第
五
期
）
四
九
、
二
〇
一
八
年
、
玉
川
大
学
出
版
部
。

（
25
）
前
掲
、
注
（
14
）。

（
26
）
前
掲
、
注
（
１
）
五
四
九
頁
。

（
27
）
前
掲
、
注
（
２
）
一
七
三
―
一
七
四
頁
。
こ
れ
は
、
内
山
美
樹
子
先
生
が
、

妹
背
山
の
主
題
に
「
古
代
へ
の
ロ
マ
ン
や
憧
憬
を
感
じ
て
い
る
」
と
い
う
指

摘
と
一
致
し
て
い
る
。（
前
掲
、
注
（
18
））


